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第１４３号

発行所

中川事務所

兵庫県姫路市

【マイナス金利の影響】

日銀によるマイナス金利実施

で各所に影響が出始めました。

真っ先に動いたのが預金金利の

引き下げです。もともと預金金

利などないに等しいのですが、

大手銀行の1年定期預金に100

万円預けて貰う利息が100円

というのも、かえって腹立たし

いですね。ちなみにこの銀行の

配当利回りは4.73％で、預金

金利の473倍です。リスクの

問題はあるものの、お金をどこ

に置くかでリターンに圧倒的な

差がつく時代になっています。

次に動きそうなのが生命保険

です。終身保険のように貯蓄性

の高いものは予定利率の引き下

げや保険料の値上げ、あるいは

販売中止も取り沙汰されていま

す。企業が節税対策に使うこと

が多い逓増定期保険なども返戻

率の低下が予想されます。ただ

し、既契約分は条件が維持され

るのが原則なので、契約の予定

があるのなら早めにすることを

お勧めします。

【消費税の衝撃】

個人事業者にとって年間を通

して消費税が8％になって初め

ての確定申告を迎えます。私も

その一人です。やはりその衝撃

度は大きいですね。

何度も伝えている通り、消費

税対策は積立預金以外に有効な

手はありません。当然私も納税

資金を積み立てています。実際

に払うべき消費税額を目の当た

りにしてみて、もしこの積立て

をしていなかったらと思うとゾッ

とします。まだ積立てをしてい

ない方は今すぐにでも始めましょ

う。

【3月の事務予定】

・3月決算法人期末実地棚卸

・11月決算建設業決算変更届

・1月決法人確定申告＆納税

・7月決算法人中間申告＆納税

・所得税の確定申告 ～3/15

・ひな祭り、彼岸

Ｑ．飲食店で注文していない

ものが出され、気付かずに食

べてしまいました。レジで請

求されたのですが支払わなけ

ればなりませんか？

A．もしあなたが最初から気

付いていて食べてしまったの

なら、支払う義務があります

（悪意の受益者の返還義務）。

しかし、この場合は気付かな

かったということなので、不

当利得返還義務といって現存

する利益の範囲内で支払義務

が生じます。問題は「現存す

る利益」とは何ぞやというこ

とですが、食べ残した分なの

か、それを食べたことによっ

て浮いた食費のことなのか、

その点で揉めることは間違い

ないでしょう。いずれにして

も相手のミスだから私は知ら

ないということにはならない

でしょう。
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【支援施策情報】

■小規模事業者持続化補助金

販路開拓に取り組む費用（チ

ラシ作製費用や商談会参加の

ための運賃など）を支援

補助率：2/3以内

上限額：50万円

期間：～28/5/13

■生産性向上設備投資促進税

制

事業者の生産性向上を図るも

の

A先端設備（冷暖房機器、冷

蔵庫、照明設備等）、B生産

ラインやオペレーションの改

善に資する設備

税制：即時償却、50％特別償

却または5％（4％）税額控除

期間：～29/3/31

■まち・ひと・しごと創生貸

付利率特例制度

地方で活躍する中小企業等を

支援し、地方創生を実現する

ため、4つの基本目標に沿っ

た事業を行う事業者に対し、

日本公庫が低利融資を実施

■条件変更改善型借換保証制

度

経営者に事業改善の意欲があ

るにもかかわらず、返済条件

の緩和の実施により前向きな

金融支援を受けることが困難

な中小企業等を対象に、既往

の保証付き融資を新たな保証

付き融資に借り換え、更に真

水（ニューマネー）を追加す

ることを可能とする。

保証期間：15年以内

計画策定等：

・状況説明書を作成すること

・事業計画を策定すること

・計画の進捗状況報告を行う

こと

28/3/1～取扱開始

ここに挙げたのはほんの一

例で、公的支援制度は常に色々

なものが用意されています。

そしてそれらはほとんどすべ

てが国等の予算（＝税金）で

賄われています。ということ

は、利用するには前提条件が

あることをお忘れなく。

先
日
、
今
年
初
め
て
草
野

球
の
練
習
に
参
加
し
ま
し
た
。

久
し
ぶ
り
と
は
い
え
、
全
力

疾
走
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
動
き

回
れ
る
こ
と
が
嬉
し
く
て
仕

方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

年
間
苦
し
ん
だ
腰
痛
も
、
毎

日
四
股
を
踏
み
続
け
る
こ
と
、

階
段
を
一
段
飛
ば
し
で
歩
い

て
上
が
る
こ
と
で
克
服
で
き

ま
し
た
。
特
に
四
股
は
下
半

身
の
強
化
（
女
性
の
場
合
は

下
半
身
痩
せ
）
に
効
果
抜
群

の
よ
う
で
お
勧
め
で
す
。

今
月
か
ら
就
活
が
解
禁
さ

れ
ま
す
。
我
が
家
の
長
女
も

す
で
に
全
国
を
走
り
回
っ
て

い
ま
す
。
脛
か
じ
り
が
一
人

減
る
ま
で
も
う
少
し
の
辛
抱

で
す
。

中川事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

中川事務所・㈱アシスト・㈲アシスト保険サービス
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・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

中川事務所・㈱アシスト・㈲アシスト保険サービス


